
仕 様 書 

 

１ 業 務 名   一般Ｘ線撮影装置点検業務 

２ 履行場所   市立旭川病院 

３ 履行期間   令和７年８月１日から令和７年８月３１日まで 

４ 機 器 名   株式会社島津製作所製 UD150B-40（第１、第２、第３撮影室） 

５ 業務内容 

（１）点検を行うシステム内訳 

・第１撮影室 UD150-B40（１台）、CH-200（１台） 

・第２撮影室 UD150-B40（１台）、CH-200（２台） 

・第３撮影室 UD150-B40（１台）、CH-200（１台）  

（２）システム各部について、次の内容を点検すること。 

・設置環境の確認（X線照射中表示灯の確認、温度・湿度の測定） 

・装置使用状況の確認（装置外観、銘板の確認、装置の周囲環境） 

・電源及び接地の確認（電源電圧の測定、接地線接続） 

・X線発生装置（スタータ動作、撮影動作、透視動作、管電圧精度、管電流精度、撮影時間精度、撮影管

電流時間積精度、高圧ケーブル・ブッシング、制御回路、自動露出、面積線量計） 

・X線管装置（X線管装置の状態、X線管装置の取付部、高圧ケーブル・ブッシング） 

・コリメータ（開閉機構、有効視野寸法、本体の固定） 

・連動装置（動作確認、停止精度、ブレーキ・クラッチ動作確認、ベルトの張り・潤滑、緊急停止スイ

ッチ動作、モーター等取付ネジ締結確認） 

・管球支持装置（支持上下動、左右・前後動、鉛直軸回り管球回転動、管球回転軸、操作スイッチ・表

示部） 

・水平ブッキー（天板上下動、天板スライド、ブッキー保持装置、ブッキー装置） 



・立位ブッキー（撮影台スライド、ブッキー装置） 

(３) 装置総合安全点検をする。（機械全般） 

（４）X線出力確認・再調整をする。（X線管電流・管電圧） 

（５）ホトタイマー撮影動作確認・調整をする。 

（６）各消耗品交換をすること。（バックアップバッテリー・ビューズ等） 

（７）定期点検終了後、速やかに報告書を２部(中央放射線科及び契約担当課に各１部) 及び業務完了報告 

書を１部（契約担当課）提出する。 

 

６ 委託料の支払 

委託料は一括後払いとし、業務完了報告書の検査に合格し、適法な請求書の提出を受けた後に支払う

ものとする。 

 

７ そ の 他 

（１）業務の履行に際しては、病院事業に支障を生じないよう安全迅速に処理することとし、作業を行う

ときはその時間･内容等を事前に担当者に伝えるとともに患者等の安全に十分配慮すること。また、

業務予定に変更等が生じる場合は、両者協議の上作業日程等を決定すること。 

（２）業務の履行中に第三者に損害を与えた場合は、速やかに担当職員(病院担当者)へ報告するとともに、

その損害を賠償することとする｡ただし、相手方の責めに帰すべき事由のものはこの限りではない。 

（３）業務の実施により発生した廃棄物（一般廃棄物を除く）は、受託者が適切に処理すること。 

（４）業務履行時における作業者の駐車場所（自動車のみ）については、原則として当院駐車場（当院敷

地内を含む）を使用してはならない。 

   ただし、月に１回前後又はこれ以下の作業を行う業務委託の場合で、当該作業員が登院するために

自動車を用いる場合は、当院の業者用玄関前に駐車することを認める。この場合においては、業者用

玄関前の区域は駐車台数が限られているため、可能な限り駐車は避け、作業員を登院させた後に自動

車を移動させたり、他の業者と作業時間が競合する場合は作業日程を調整するなどの配慮をすること。 

（５）この仕様書で示す業務の全部を一括して又は指定した部分を第三者に委託してはならない。 



（６）この仕様書で示す業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書

面にて旭川市病院事業管理者の承諾を得ること。 

（７）この仕様書に定めのない事項については、協議の上業務を処理するものとする。 


